
書式第８号（法第１０条・第２５条関係） 

２０２５年度 事業計画書 
 

特定非営利活動法人メタノイア 

 
１ 事業実施の方針 

 前年度に開設した東京都、埼玉県の常設拠点、およびオンラインを軸に、日本語教育を中心とした教

育事業を展開する。就学前の幼児から高校生までの子どもやその家族に日本語教育を届けると共に、学

習者が主体的に参加できる活動や進学・生活等の相談への対応を通じ、地域社会の一員としてのつなが

りや当事者意識を育む。教育事業においては対面による個別レッスンにも注力し、質の高い教育機会を

提供することで、持続可能な事業運営体制の構築に向けた収益力の向上を図る。また、排外主義の風潮

が強まる社会において外国にルーツをもつ子どもたちが排除されることのないよう、制度の改善や社会

的認識の変容につなげるべく、市民はもとより司法・行政・企業等を含む多様なステークホルダーとの

対話・連携を促進する。支援者、教育関係者向けの研修や、社会一般に向けた発信、関係者とのネット

ワーク構築などを戦略的に展開し、包摂的な社会の形成を後押しする。その一環として、マンスリーサ

ポーターの募集にも重点的に取り組む。これらの取り組みを通じて、当法人の理念に共感する新たな支

援者・協働者との出会いを生み出し、団体の継続的かつ安定的な運営基盤の整備を進める。 

 
２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【 48,180 】千円 ） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

教育事業 

外国にルーツのある子ど

もをはじめ市民一般に対

し、学習および交流等の

機会を提供する。また、

支援者向けの研修の実施

や教材開発に取り組む。 

通年 

東京都 
埼玉県 
及び近郊、 
オンライン 

100 人 

外国にルー

ツのある子

ども及びそ

の支援者等

住民一般 

600 人 40,080 

保育事業 

外国にルーツのある子ど

もと家族等に対し、保育

その他の子育て支援サー

ビス等を提供する。ま

た、不就園児に関する課

題のヒアリングを行う。 

通年 

東京都 
埼玉県 
及び近郊、 
オンライン 

5 人 

外国にルー

ツのある子

どもおよび

支援者等住

民一般 

50 人 400 

相談支援事業 

外国にルーツのある住民

等の諸相談に応じ、必要

な支援やコーディネート

を行う。 

通年 

東京都 
埼玉県 
及び近郊、 
オンライン 

10 人 
外国にルー

ツのある住

民等 
100 人 2,200 



調査研究、情

報提供、政策

提言および連

携促進等に係

る事業 

上記事業および公益事業

一般に関する調査研究を

行う。また、教育関係者

向けの研修、多文化共生

にかかる情報提供、政策

提言、および官民を問わ

ない多様な社会インフラ

との連携促進を図るネッ

トワーク構築、講演やマ

スメディアを通じた広

報、市民運動への参画、

ファンドレイジング等を

行う。 

通年 全国 10 人 

教 育 関 係

者、市民一

般および多

言語情報を

必要とする

住民 

不特定 
多数 

5,500 

 


